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土
地
及
び
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳

簿
の
縦
覧
を
つ
ぎ
の
日
程
で
行
い

ま
す
。

◇
期
間　

４
月
１
日
（
月
）
～
５

月
31
日
（
金
）

　

８
時
30
分
～
17
時
15
分
（
た
だ

し
、
土
・
日
曜
日
と
祝
日
を
除

く
）

◇
場
所　

市
役
所
２
階　

税
務
課

◇
縦
覧
で
き
る
人　

固
定
資
産
税

納
税
者
及
び
市
内
在
住
の
固
定

資
産
税
納
税
者
の
同
居
の
親
族
、

　

ま
た
は
固
定
資
産
税
納
税
者
か

ら
委
任
さ
れ
た
人
（
委
任
状
な

ど
が
必
要
）
な
ど
で
印
か
ん
と

本
人
確
認
で
き
る
も
の
（
運
転

免
許
証
な
ど
）
が
必
要
で
す
。

自
己
の
所
有
す
る
資
産
の
種
類

　

に
応
じ
て
縦
覧
で
き
ま
す
。

☆
課
税
台
帳
に
よ
る
閲
覧
も
行
っ

て
い
ま
す
。

◆
問
い
合
わ
せ　

税
務
課
土
地
係
・

　

家
屋
係
（　
内
線
２
４
７
・
２

　

５
０
・
２
５
１
・
２
５
２
）
へ

　　

市
教
育
委
員
会
で
は
、
小
中
学

校
に
在
籍
し
、
経
済
的
な
理
由
で

就
学
が
困
難
な
児
童
生
徒
の
保
護

者
に
対
し
て
、
学
用
品
・
通
学
用

品
な
ど
の
経
費
を
援
助
す
る
制
度

を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
制
度
を
利
用
し
よ
う
と
思

わ
れ
る
保
護
者
は
、
申
請
手
続
き

を
し
て
く
だ
さ
い
。

◇
対
象　

市
内
在
住
で
生
活
保
護

に
準
ず
る
程
度
に
困
窮
し
て
い

る
世
帯

◇
申
込
み　

４
月
８
日
（
月
）
か

ら
５
月
７
日
（
火
）
ま
で
に
、

在
籍
す
る
小
中
学
校
へ
申
込
ん

で
く
だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ　

在
籍
す
る
小
中

学
校
ま
た
は
学
校
教
育
課
（　

内
線
５
１
７
）
へ

　

４
月
１
日
か
ら
、
難
病
な
ど
の

人
は
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
な
ど

の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

身
体
障
害
者
手
帳
の
有
無
に
か

か
わ
ら
ず
、
必
要
と
認
め
ら
れ
た

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
受
給

が
可
能
と
な
り
ま
す
（
た
だ
し
、

介
護
保
険
と
重
複
す
る
サ
ー
ビ
ス

は
介
護
保
険
が
優
先
さ
れ
ま
す
）
。

　

手
続
き
方
法
は
、
対
象
疾
患
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
証
明
書
（
診

断
書
ま
た
は
特
定
疾
患
医
療
受
給

者
証
な
ど
）
を
持
参
の
う
え
、
窓

口
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請

後
、
障
害
程
度
区
分
認
定
や
支
給

認
定
な
ど
の
手
続
き
を
経
て
、
必

要
と
認
め
ら
れ
た
サ
ー
ビ
ス
が
利

用
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

◆
問
い
合
わ
せ　

社
会
福
祉
課（　

内
線
７
２
９
）
へ

　

毎
年
、
身
体
の
健
康
状
態
を
数

字
で
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

◇
健
診
期
間　

４
月
１
日
（
月
）

～
５
月
31
日
（
金
）

◇
場
所　

市
立
病
院

◇
内
容　

問
診
、
身
体
計
測
、
血

圧
測
定
、
血
液
検
査
（
貧
血
・

脂
質
・
肝
機
能
・
腎
機
能
）
、

尿
検
査
、
内
科
診
察
、
結
果
説

明
◇
費
用　

１
、
０
０
０
円

◇
対
象　

市
内
在
住
の
16
歳
～
39

歳
の
人
で
、
事
業
所
な
ど
で
健

診
を
受
診
す
る
予
定
の
な
い
人

☆
病
気
で
治
療
中
の
人
は
受
診
で

き
ま
せ
ん
。

◇
定
員　

先
着
１
０
０
人
（
事
前

予
約
が
必
要
で
す
）

☆
生
活
保
護
世
帯
の
人
は
無
料
に

な
り
ま
す
の
で
、
病
院
窓
口
で

「
生
活
保
護
費
支
給
票
」
を
提

　

示
し
て
く
だ
さ
い
。
忘
れ
た
人

　

は
、
自
己
負
担
と
な
り
ま
す
。

◇
持
ち
物　

健
康
保
険
証
、
生
活

　

保
護
費
支
給
票
（
生
活
保
護
受

　

給
者
の
み
）

☆
健
診
当
日
、
朝
食
は
絶
飲
食
で

お
越
し
く
だ
さ
い
。

◇
申
込
み　

市
立
病
院
（　
６
３

―

１
８
２
１
／
日
・
月
曜
日
と

祝
日
は
休
み
）

◆
問
い
合
わ
せ　

健
康
推
進
課（　

内
線
７
７
７
）
へ

　

道
路
上
で
の
事
故
を
防
止
す
る

た
め
、
本
市
で
は
定
期
的
に
道
路

パ
ト
ロ
ー
ル
を
行
い
、
維
持
管
理

に
努
め
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
広
範
囲
に
わ
た
る
た

め
、
十
分
な
点
検
が
で
き
て
い
な

い
状
況
に
あ
り
、
道
路
の
陥
没
や

欠
損
な
ど
に
よ
る
事
故
が
発
生
し

て
い
ま
す
。

　

道
路
の
陥
没
、
舗
装
版
の
欠
損
、

側
溝
ふ
た
や
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
な
ど

の
破
損
を
見
つ
け
た
場
合
に
は
、

速
や
か
に
監
理
課
ま
た
は
土
木
課

ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

◆
問
い
合
わ
せ　

監
理
課
（　
内

線
３
５
０
）
、
ま
た
は
土
木
課

（　
内
線
３
０
１
）
へ

　

サ
ポ
ー
ト
ブ
ッ
ク
と
は
、
障
害

や
、
特
別
な
支
援
の
必
要
な
子
ど

も
が
、
初
め
て
接
す
る
人
に
対
し

て
、
特
性
や
接
し
方
に
つ
い
て
知

っ
て
も
ら
う
た
め
の
冊
子
で
す
。

　

希
望
さ
れ
る
人
は
、
社
会
福
祉

課
の
窓
口
ま
で
お
越
し
下
さ
い
。

ま
た
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
使
用
す
る
こ
と

も
で
き
ま
す
。

◆
問
い
合
わ
せ　

社
会
福
祉
課
（　

内
線
７
２
９
）
へ

お
知
ら
せ

土
地
及
び
家
屋
価
格
等
縦
覧

帳
簿
の
縦
覧
を
行
い
ま
す

市
の
就
学
援
助
制
度
を

ご
存
じ
で
す
か

難
病
な
ど
の
人
は
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
対
象
と
な

り
ま
す

若
い
世
代
の
生
活
習
慣
病

予
防
健
診
（
プ
チ
健
診
）

道
路
の
危
険
箇
所
が
あ
れ
ば

通
報
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

サ
ポ
ー
ト
ブ
ッ
ク（
な
な
い
ろ
）

を
差
し
上
げ
ま
す


